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契
約
の
方
法
及
び
条
件

契 約 方 法 指名競争
入札（見積）
場　　　　所

しまね土地住宅機構　会議室

入札（見積）
日　　　　時

令和　8年　7 月　6日　　10：30　　開札（郵便） 質問期限 令和　8年　6月　25日　12：00　　　　

入   札
保証金

　島根県会計規則第６５条の４において準用
する第６１条の２第３号の規定により免除す
る。 契　　約

保 証 金

　島根県会計規則第６９条第１項の規定により
契約金額の１０／１００以上。ただし、落札者
が同規則第６９条の２の各号いずれかに該当
する場合は免除する。

前　 払　 金 有 最低制限価格 設ける

部　 分 　払 無 完成期日 令和　８年　１０月　２０日限り

そ の 他　の 条 件

①郵便入札とする。
②入札回数は再度入札を含め、３回までとする。ただし、落札しなかった場合、予定価格と最低入札金額との
開差が少額で随意契約できると認められる場合には、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定に
基づき、随意契約を行うものとする。

文書番号 　島土開公　第　　　　　号　　　　　　　　令和　　　　年　　　　月　　　　日

契
約
の
内
容

区　　　　分 契約年月日 着工年月日 竣工年月日

変 更 契 約 ・　　・ ・　　・ ・　　・

請　 負 　者
住 所・氏 名

請負金額

当 初 契 約 ・　　　・ ・　　　・ ・　　　・

変 更 契 約 ・　　・ ・　　・ ・　　・

本件は島根県会計規則及び島根県建設工事等入札執行要領の定めるところにより執行する。
（1）【落札者の決定】
　　落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10％に相当する額を加算した金額を落札金額とするので、
　　入札書に記載する金額は見積った契約希望金額（消費税及び地方消費税相当額を含んだ額）の110分の100に相当する金額とすること。
　　この場合、10％に相当する金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとすること。
　　落札決定後、契約締結までの間に落札者が入札参加の資格制限又は指名停止を受けた場合は、契約を締結しません。

　　選定区分：Ⅰ　・　Ⅱ　　　　　（Ⅰ：県外含む　　Ⅱ：県内のみ）

　　本件業務の最低制限価格の算定は、「島根県建設工事関連業務委託低入札対策実施要領」（令和7年1月1日以降、算定方法を改定）に
　　よる。
　　島根県HP (https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/bid/seido/seido_doboku/gyomu_teinyu_taisaku.html)に掲載。
　　（注１）入札に参加しようとする者の間に別紙に示す資本関係又は人的関係がないこと。

（２）【週休2日の実施】
　　本業務は、「島根県週休2日工事要領（土木部編） 」（令和７年１０月１日以降、改定)により、「週休2日工事（受注者希望型)」とする。
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（別紙）
　入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。

①資本関係
　以下のいずれかに該当する二者の場合には、同一入札に参加することができない。
　(ｲ)子会社等と親会社等の関係にある場合
　(ﾛ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

②人的関係
　以下のいずれかに該当する二者の場合には、同一入札に参加することができない。
　ただし、(ｲ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合を除く。
　(ｲ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
　(ﾛ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
　(ﾊ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合

③その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
　 その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合



令和 8 年度 石見臨空ファクトリーパーク分譲用地除草業務 特記仕様書 
 
１．適用範囲 
  本仕様書は、標記の業務に適用する。 
２．諸規定の遵守 

業務委託の処理に当たっては本仕様書に定めるもののほか、「契約書」、「設計図書」、「島 
根県土木工事共通仕様書」等の諸規定を遵守し、円滑な執行を図らなければならない。 

３．業務内容 
 （１）石見臨空ファクトリーパーク分譲用地内の除草業務とする。 
 （２）作業の実施にあたっては、平日の昼間作業を原則とする。なお、夜間及び日曜、祝祭 

日等に作業を行う必要のある場合は、あらかじめ監督職員と協議しなければならない。 
 （３）草は一般廃棄物であるため、市と協議のうえ、一般廃棄物として処理が困難となった 
   場合は、管轄保健所と相談し、産業廃棄物として処理する対応が示された場合のみ、 
   産業廃棄物受入施設へ搬出することが出来る。処分にあたっては監督員と協議すること。 
 （４）設計数量が確認できるよう、管理方法を業務計画書に明示し適切に数量管理を行うこと。 
４．提出書類 
 （１）業務着手通知書、主任技術者通知書（契約締結後速やかに提出） 
 （２）工程表             （契約締結後速やかに提出） 
 （３）作業（業務）計画書       （作業開始前に提出し、監督員が確認後に 
                     作業を開始する。） 
 （４）履行報告書（毎月月末） 
 （５）その他監督員が必要と認める図書 
 （６）業務完了届（着手前・着手後の写真を添付） 
５．草の処分 
   草の処理量について、マニフェストによる数量確認により設計変更の対象とする。 
６．交通誘導警備員 
   交通誘導警備員について、監督員との協議により設計変更の対象とする。 
７．週休 2 日工事 
   道路維持管理工事であるため、受注者希望型とする。受注者の希望により、精算時に 

実施状況に応じた変更を行う。 
８．疑義 
   設計図書、仕様書、契約書等に明記されていない事項、又は疑義の生じた事項については、 

監督員との協議により決定するものとする。 
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